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議案第７号

　　　令和２年度倉吉市一般会計予算

　令和２年度倉吉市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７，３６４，４２３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」

　による。

　（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６，０００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　(2)　前号に定めた経費を除く他の経費の予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

市 税1 5,586,609.

市 民 税1 2,290,217.

固 定 資 産 税2 2,779,625.

軽 自 動 車 税3 195,366.

た ば こ 税4 316,000.

入 湯 税5 5,201.

都 市 計 画 税6 200.

地 方 譲 与 税2 240,129.

地 方 揮 発 油 譲 与 税1 56,313.

自 動 車 重 量 譲 与 税2 154,042.

森 林 環 境 譲 与 税3 29,774.

利 子 割 交 付 金3 5,258.

利 子 割 交 付 金1 5,258.

配 当 割 交 付 金4 24,007.

配 当 割 交 付 金1 24,007.

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 24,043.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳  入( )

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 24,043.

地 方 消 費 税 交 付 金6 1,143,453.

地 方 消 費 税 交 付 金1 1,143,453.

環 境 性 能 割 交 付 金7 22,210.

環 境 性 能 割 交 付 金1 22,210.

法 人 事 業 税 交 付 金8 51,066.

法 人 事 業 税 交 付 金1 51,066.

地 方 特 例 交 付 金9 27,177.

地 方 特 例 交 付 金1 27,177.

地 方 交 付 税10 7,440,000.

地 方 交 付 税1 7,440,000.

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金11 6,000.

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 6,000.

分 担 金 及 び 負 担 金12 126,573.

分 担 金1 14,973.

負 担 金2 111,600.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　入( )

使 用 料 及 び 手 数 料13 270,295.

使 用 料1 162,100.

手 数 料2 108,195.

国 庫 支 出 金14 3,635,550.

国 庫 負 担 金1 2,931,980.

国 庫 補 助 金2 692,387.

委 託 金3 11,183.

県 支 出 金15 2,518,105.

県 負 担 金1 1,225,479.

県 補 助 金2 1,260,155.

委 託 金3 32,471.

財 産 収 入16 20,010.

財 産 運 用 収 入1 20,008.

財 産 売 払 収 入2 2.

寄 附 金17 605,219.

寄 附 金1 605,219.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　入( )

繰 入 金18 1,345,453.

基 金 繰 入 金1 1,339,302.

財 産 区 繰 入 金2 990.

他 会 計 繰 入 金3 5,161.

繰 越 金19 150,000.

繰 越 金1 150,000.

諸 収 入20 2,499,162.

延 滞 金 及 び 過 料1 12,930.

預 金 利 子2 200.

貸 付 金 元 利 収 入3 2,025,045.

受 託 収 入4 8,961.

雑 入5 452,026.

市 債21 1,624,104.

市 債1 1,624,104.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 27,364,423
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

議 会 費1 188,286.

議 会 費1 188,286.

総 務 費2 3,348,364.

総 務 管 理 費1 2,900,757.

徴 税 費2 234,581.

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費3 150,397.

選 挙 費4 10,642.

統 計 調 査 費5 30,867.

監 査 委 員 費6 21,120.

民 生 費3 10,012,679.

社 会 福 祉 費1 4,850,307.

児 童 福 祉 費2 4,061,765.

生 活 保 護 費3 1,100,321.

災 害 救 助 費4 286.

衛 生 費4 1,324,401.

保 健 衛 生 費1 549,184.

6

6



(単位　千円)

款 項 金   額

歳  出( )

清 掃 費2 661,401.

水 道 費3 113,816.

労 働 費5 10.

労 働 諸 費1 10.

農 林 水 産 業 費6 1,428,495.

農 業 費1 1,337,048.

林 業 費2 89,037.

水 産 業 費3 2,410.

商 工 費7 2,400,712.

商 工 費1 2,400,712.

土 木 費8 2,530,939.

土 木 管 理 費1 197,153.

道 路 橋 梁 費2 787,530.

河 川 費3 194,328.

都 市 計 画 費4 1,108,146.

住 宅 費5 243,782.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

消 防 費9 878,309.

消 防 費1 878,309.

教 育 費10 2,153,142.

教 育 総 務 費1 262,439.

小 学 校 費2 358,247.

中 学 校 費3 209,277.

社 会 教 育 費4 666,329.

保 健 体 育 費5 656,850.

災 害 復 旧 費11 123,000.

農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費1 71,000.

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費2 49,000.

そ の 他 の 公 共 施 設 災 害 復 旧 費3 3,000.

公 債 費12 2,965,986.

公 債 費1 2,965,986.

諸 支 出 金13 100.

災 害 援 護 費1 100.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

予 備 費14 10,000.

予 備 費1 10,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 27,364,423
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 事　　　　　項  期　　　間  限　　　　　　　　度　　　　　　　　額 

基 幹 業 務 シ ス テ ム 更 新 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で １５２，０１４千円

争 訟 事 務 委 託 料 令和２年度から争訟が終了する年度 弁護士等が別に定める争訟に要する費用の額

庁 内 LAN パ ソ コ ン 賃 借 料 令和３年度から令和７年度まで １３，０８９千円

ふ る さ と 納 税 返 礼 品 費 令和２年度から令和３年度まで
令和２年度中に発注した返礼品の提供のうち令和３年度中に当該提供
がなされるものについての額

地方税電子申告支援サービス・共通納税サービス利用料 令和３年度から令和７年度まで ６，５８４千円

申 告 支 援 シ ス テ ム 運 用 保 守 料 令和２年度から令和３年度まで １，３７５千円

戸 籍 シ ス テ ム 更 新 令和３年度から令和７年度まで ３１，７４３千円

緊 急 通 報 シ ス テ ム 装 置 賃 借 料 令和３年度から令和６年度まで ３，７４９千円

中 小 企 業 小 口 融 資 の 損 失 補 償
令 和 ２ 年 度 か ら
損失補償算定基準日の翌年度まで

損失補償算定基準日における代位弁済求償権の残額の10％の額

倉 吉 春 ま つ り 運 営 委 託 料 令和２年度から令和３年度まで ６，１２０千円

奨 学 資 金 貸 与 金 令和３年度から令和５年度まで ７，２００千円

三 松 奨 学 資 金 貸 与 金 令和３年度から令和５年度まで ５，４００千円

小 学 校 ICT 関 係 機 器 賃 借 料 令和３年度から令和７年度まで ９３，５４１千円

中 学 校 ICT 関 係 機 器 賃 借 料 令和３年度から令和７年度まで ４１，４３７千円

恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する
経 費 で あ っ て 令 和 ２ 年 度 中 に 支 払 が
生 じ る も の に つ い て の 支 出 負 担 行 為

令 和 ３ 年 度 か ら 契 約 が
満 了 す る 日 の 属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに令和２年度の予算額として議決を得た額の１ヶ月あた
りの額に令和３年度以降の契約月数を乗じた額

令和３年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び
業務の委託に要する経費であって令和２年度中に契約を
締結する必要の生じるものについての支出負担行為

令 和 ２ 年 度 か ら 契 約 が
満 了 す る 日 の 属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに令和３年度の予算額として議決を得た額に契約年数を
乗じた額

第２表　　債務負担行為
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第３表　　地　　方　　債

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利　　率 償　　　還　　　の　　　方　　　法 

 千円  年10.0%以内（ただし、利率見直し   20年以内（内据置 3年以内）　その他は、借入先

保 育 所 整 備 事 業 費 6,700 証書借入又は 方式で借り入れる資金について、利 の融資条件による。ただし、市財政の都合により据

証券発行 率の見直しを行った後においては、 置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上償還

当該見直し後の利率） 又は、低利に借換えることができる。

土 地 改 良 事 業 費 176,800 　 同　　上 同 上   15年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

林 道 整 備 事 業 費 8,200 　 同　　上 同 上   15年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

市 行 造 林 事 業 費 4,500 　 同　　上 同 上   40年以内（内据置25年以内）　以　下　同　上

自 然 災 害 防 止 事 業 費 7,000 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

地 域 活 性 化 事 業 費 32,500 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

地 方 道 路 等 整 備 事 業 費 66,500 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

地域活力基盤創造交付金事業費 75,000 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

安全安心生活空間整備交付金事業費 102,300 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

河 川 整 備 事 業 費 170,000 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

街 路 整 備 事 業 費 24,100 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

公 園 整 備 事 業 費 2,900 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

公 営 住 宅 建 設 事 業 費 87,900 　 同　　上 同 上   25年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

体 育 施 設 整 備 事 業 費 37,800 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上

災 害 復 旧 費 47,200 　 同　　上 同 上   10年以内（内据置 2年以内）　以　下　同　上

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 費 143,700 　 同　　上 同 上   30年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

公 共 施 設 等 適 正 管 理 事 業 費 63,900 　 同　　上 同 上   30年以内（内据置 5年以内）　以　下　同　上

臨 時 財 政 対 策 費 567,104 　 同　　上 同 上   20年以内（内据置 3年以内）　以　下　同　上
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議案第８号

   　 令和２年度倉吉市国民健康保険事業特別会計予算

　令和２年度倉吉市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，１６１，９０７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

国 民 健 康 保 険 料1 961,629.

国 民 健 康 保 険 料1 961,629.

使 用 料 及 び 手 数 料2 594.

手 数 料1 594.

国 庫 支 出 金3 7,000.

国 庫 補 助 金1 7,000.

県 支 出 金4 3,614,967.

県 補 助 金1 3,614,967.

財 産 収 入5 56.

財 産 運 用 収 入1 56.

繰 入 金6 550,784.

他 会 計 繰 入 金1 483,784.

基 金 繰 入 金2 67,000.

繰 越 金7 10,000.

繰 越 金1 10,000.

諸 収 入8 16,877.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳  入( )

延 滞 金 及 び 過 料1 8,011.

貸 付 金 収 入2 6,336.

雑 入3 2,530.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 5,161,907
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 179,525.

総 務 管 理 費1 179,525.

保 険 給 付 費2 3,529,296.

保 険 給 付 費1 3,529,296.

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金3 1,372,743.

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金1 1,372,743.

保 健 事 業 費4 52,652.

保 健 事 業 費1 52,652.

予 備 費5 27,691.

予 備 費1 27,691.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 5,161,907
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期 間 限 度 額

令和２年度から契約が満了する日の
属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに令和３年度の予算額として議決を得た
額に契約年数を乗じた額

第２表　　債務負担行為

事 項

令和３年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び
業務の委託に要する経費であって令和年２度中に契約を
締 結 す る 必 要 の 生 じ るも のに つい ての 支出 負担 行為
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議案第９号

   　 令和２年度倉吉市介護保険事業特別会計予算

　令和２年度倉吉市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，４２３，５２６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

保 険 料1 1,079,796.

介 護 保 険 料1 1,079,796.

使 用 料 及 び 手 数 料2 9,170.

手 数 料1 9,170.

国 庫 支 出 金3 1,335,377.

国 庫 負 担 金1 908,321.

国 庫 補 助 金2 427,056.

支 払 基 金 交 付 金4 1,397,087.

支 払 基 金 交 付 金1 1,397,087.

県 支 出 金5 764,028.

県 負 担 金1 719,145.

県 補 助 金2 44,883.

財 産 収 入6 12.

財 産 運 用 収 入1 12.

繰 入 金7 799,546.

一 般 会 計 繰 入 金1 799,546.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　入( )

繰 越 金8 38,398.

繰 越 金1 38,398.

諸 収 入9 112.

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 11.

雑 入2 101.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 5,423,526
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 54,670.

総 務 管 理 費1 11,111.

徴 収 費2 3,250.

介 護 認 定 審 査 会 費3 39,779.

い き い き 長 寿 社 会 推 進 協 議 会 費4 260.

趣 旨 普 及 費5 270.

保 険 給 付 費2 5,007,579.

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費1 4,487,625.

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費2 233,712.

そ の 他 諸 費3 5,878.

高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費4 126,705.

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費5 153,659.

地 域 支 援 事 業 費3 305,780.

介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費1 171,942.

包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費2 133,838.

基 金 積 立 金4 16,099.
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳  出( )

基 金 積 立 金1 16,099.

諸 支 出 金5 38,398.

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金1 38,398.

予 備 費6 1,000.

予 備 費1 1,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 5,423,526
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期 間 限 度 額

令和２年度から契約が満了する日の
属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに令和３年度の予算額として議決を得た
額に契約年数を乗じた額

第２表　　債務負担行為

事 項

令和３年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び
業務の委託に要する経費であって令和２年度中に契約を
締 結 す る 必 要 の 生 じ るも のに つい ての 支出 負担 行為

22
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議案第１０号

 　　 令和２年度倉吉市後期高齢者医療事業特別会計予算

　令和２年度倉吉市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６２６，０９６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　(1)　各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 451,122.

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 451,122.

使 用 料 及 び 手 数 料2 97.

手 数 料1 97.

国 庫 支 出 金3 3,000.

国 庫 補 助 金1 3,000.

繰 入 金4 162,387.

一 般 会 計 繰 入 金1 162,387.

繰 越 金5 2,500.

繰 越 金1 2,500.

諸 収 入6 6,990.

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 11.

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金2 630.

受 託 事 業 収 入3 6,348.

雑 入4 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 626,096
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 11,287.

総 務 管 理 費1 9,557.

徴 収 費2 1,730.

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金2 604,218.

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金1 604,218.

保 健 事 業 費3 7,458.

特 定 健 康 診 査 等 事 業 費1 7,342.

重 複 ・ 頻 回 受 診 者 訪 問 指 導 事 業2 116.

諸 支 出 金4 630.

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金1 630.

予 備 費5 2,503.

予 備 費1 2,503.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 626,096

25

25



期 間 限 度 額

令和２年度から契約が満了する日の
属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに令和３年度の予算額として議決を得た
額に契約年数を乗じた額

第２表　　債務負担行為

事 項

令和３年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び
業務の委託に要する経費であって令和２年度中に契約を
締 結 す る 必 要 の 生 じ るも のに つい ての 支出 負担 行為

26

26



議案第１１号

 　　 令和２年度倉吉市温泉配湯事業特別会計予算

　令和２年度倉吉市の温泉配湯事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，１３６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

事 業 収 入1 9,129.

事 業 収 入1 9,129.

財 産 収 入2 4.

財 産 運 用 収 入1 4.

繰 入 金3 1.

基 金 繰 入 金1 1.

繰 越 金4 1.

繰 越 金1 1.

諸 収 入5 1.

雑 入1 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 9,136

28

28



(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

維 持 管 理 費1 9,036.

施 設 管 理 費1 9,036.

予 備 費2 100.

予 備 費1 100.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 9,136

29

29



期 間 限 度 額

令和２年度から契約が満了する日の
属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに令和３年度の予算額として議決を得た
額に契約年数を乗じた額

第２表　　債務負担行為

事 項

令和３年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び
業務の委託に要する経費であって令和２年度中に契約を
締 結 す る 必 要 の 生 じ るも のに つい ての 支出 負担 行為
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議案第１２号

　 　 令和２年度倉吉市住宅資金貸付事業特別会計予算

　令和２年度倉吉市の住宅資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３，０６１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

県 支 出 金1 258.

県 補 助 金1 258.

繰 越 金2 25,625.

繰 越 金1 25,625.

諸 収 入3 7,178.

貸 付 金 元 利 収 入1 7,178.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 33,061
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

住 宅 資 金 貸 付 事 業 費1 1,085.

住 宅 資 金 貸 付 事 業 費1 1,085.

公 債 費2 4,398.

公 債 費1 4,398.

予 備 費3 27,578.

予 備 費1 27,578.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 33,061
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議案第１３号

　　　令和２年度倉吉市土地取得事業特別会計予算

　令和２年度倉吉市の土地取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，００３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

財 産 収 入1 3.

財 産 運 用 収 入1 3.

繰 入 金2 1,000.

基 金 繰 入 金1 1,000.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 1,003
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

土 地 取 得 事 業 費1 1,000.

土 地 取 得 事 業 費1 1,000.

諸 支 出 金2 3.

繰 出 金1 3.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 1,003
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議案第１４号

　　　令和２年度倉吉市駐車場事業特別会計予算

　令和２年度倉吉市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，５７０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

使 用 料 及 び 手 数 料1 6,568.

使 用 料1 6,567.

手 数 料2 1.

繰 越 金2 1.

繰 越 金1 1.

諸 収 入3 1.

雑 入1 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 6,570
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

駐 車 場 費1 6,370.

駐 車 場 費1 6,370.

予 備 費2 200.

予 備 費1 200.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 6,570
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期 間 限 度 額

令和２年度から契約が満了する日の
属 す る 年 度 ま で

当該事項ごとに令和３年度の予算額として議決を
得た額に契約年数を乗じた額

第２表　　債務負担行為

事 項

令和３年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び
業務の委託に要する経費であって令和２年度中に契約を
締結する必要の生じるものについての支出負担行為
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議案第１５号

　 　 令和２年度倉吉市高城財産区特別会計予算

　令和２年度倉吉市の高城財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，８８３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

財 産 収 入1 4.

財 産 運 用 収 入1 4.

繰 入 金2 1,878.

基 金 繰 入 金1 1,878.

繰 越 金3 1.

繰 越 金1 1.

諸 収 入4 2,000.

雑 入1 2,000.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 3,883
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 3,833.

総 務 管 理 費1 3,833.

予 備 費2 50.

予 備 費1 50.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 3,883
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議案第１６号

　 　 令和２年度倉吉市小鴨財産区特別会計予算

　令和２年度倉吉市の小鴨財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３４５千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎

44

44



(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

繰 越 金1 1,344.

繰 越 金1 1,344.

諸 収 入2 1.

雑 入1 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 1,345
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 12.

総 務 管 理 費1 12.

予 備 費2 1,333.

予 備 費1 1,333.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 1,345
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議案第１７号

　 　 令和２年度倉吉市北谷財産区特別会計予算

　令和２年度倉吉市の北谷財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７８７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

繰 越 金1 786.

繰 越 金1 786.

諸 収 入2 1.

雑 入1 1.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 787
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 1.

総 務 管 理 費1 1.

予 備 費2 786.

予 備 費1 786.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 787
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議案第１８号

　 　 令和２年度倉吉市上北条財産区特別会計予算

　令和２年度倉吉市の上北条財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，６７０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

　　　令和２年３月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倉　吉　市　長　　石　田　耕　太　郎
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

財 産 収 入1 121.

財 産 運 用 収 入1 121.

繰 越 金2 14,547.

繰 越 金1 14,547.

諸 収 入3 2.

預 金 利 子1 2.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 14,670
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

総 務 費1 18.

総 務 管 理 費1 18.

諸 支 出 金2 990.

繰 出 金1 990.

予 備 費3 13,662.

予 備 費1 13,662.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 14,670
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